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イ.ギリス公 務 部 門 の 人事 管理 変 化 と

ホ ワイ トカ ラ ー組 合 の機 能(2)

.管理職層組織化への課題

松 尾 孝 一

1管 理職層の意識

前稿1)では,行 政改革 というサ ッチャー政権期以降のイギ リス公務部門の経

営戦略ゐ変化,特 にその中で1980年 代半ぼ以降目立 ってきた人事管理改革の内

容について概観 したが,そ れでは公務部門における前述のような人事管理の変

化の結果として,管 理職層の意識にはいかなる変化が もたらされたのだろうか。

考え得 ることとしては,ま ず業績給制度は,部 下の査定などにおいてライン

管理者の権限を増大させるので,こ の点か らも管理職の職務満足度や組織への

コミットメン トは高まっているのではないか とい うことである2〕。また前編第

.皿節2項 で指摘 したように,業 績給それ自体が全体的な賃金水準を上昇させた

かどうかは疑問であるにせよ,業 績給による賃金決定の個別化は,管 理職の個

人主義的競争志向を強めた り,良 い査定点を取 った一部の管理職に一層大幅な

賃金上昇をもたらした りすることにつなが り,そ のことを通 じて管理職の意識

変化を生み出す..一因になるのではないか ということである。さらに,オ ープン

構造の導入などの昇進管理の改革も,上 級管理職への競争に参入できる層を広

1)松 尾[1999]0

2)例 えば,III*[1997]213ペ ージに よれば,英 国中央省庁 課長200名 を対象に近 年の入事改革 の

評価 につ いて山本が直接 アンケー トを実施 した ところ,業 績給については63.8%が 「望 ましい」

と評価す るとい う結果が出てお り,さ らに業績給へ の評価 と組織への コミフ トメン トとは回帰分

析で有.意水準10%の ↑Fの相関が検 出されてい る(山 本[1997]242ペ ニ ジ)。
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第1表 自治 体 管理 職 の職 務 満 足 度 と職 務 報 酬 期 待 度

どの程度 あるか どの程度重要か …満 足 水 準
(最 低 ・1,最 高 ・η (1列 目一2列 剛

一...

自立 した思考 と行動 5.5 6.2 一〇,7

自尊や地位 5.4 6.0 一 〇
.6

個 人的成長 4.9 5.3 一 〇
.4

身分の安定 3.4 5.3 一1 ,9

賃金 4.8 4.9 一 D.1

昇進 3.1 4.3 一1 .2

仕 事..Lの友人 4.2 3.7 十 〇,5

出所:Kcal&Scas。[1996]P.エ74.

第2表 自治 体 管 理 職 の 職務 満 足 度 の全 体 的変 化

比 率 人 数

職務満足度が全体的に増加

職務満足度が全体的に低下

変化なし

79.2%

16.7

4.ユ

38人

8

2

計 1W 48

出所:Keen&Scare[19951P.174.

げ る こ とか ら,現 実 に.上級 管理 職 へ の 門が 広 が った か ど うか は 別 と して,管 理

職 とそ の 予備 軍 の 組織 へ の コ ミ ッ トメ ン トを高 め て い るの ℃ は な い か とい う こ

と も考 え られ る。

それ で は,人 事 管理 変 化 の影 響 につ い て 具 体 的 な 調査 に 即 して見 て み よ う。

例 え ばKeen&Scase[1996]が 行 っ た あ る大 規 模 自治 体 の事 例 研 究3}に よ る

と,人 事 管 理 に お け る.前述 の よ うな 変 化 は80年 代 半 ば と比 較 して の 管理 職 の職

務 満 足 度 を全 般 的 傾 向 と して は高 め て い る とい う結 果 が 出 て い る(第1,2

表)。 要す るに,競 争 的 経 営 戦 略 の採 用 に よ って 管 理 者 へ の権 限委 譲 が 進 ん だ

結 果,仕 事上 で の管 理 職 の 自律 性 が 高 ま り,そ れ が管 理職 の職 務 満 足 度 を高 め

て い るの で あ る。

この 調 査 結 果 は,近 年 のHRM的 人事 管 理 の尊 人 が 管 理 職 の 意 識 変 化 や 職

3)KeenandScase[1996]PP,167-186.
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務 満 足 度 ・職 務 コ ミ ッ トメ ン トの 高 ま りを もた ら し,そ れ が 管 理 職 の組 合 離 れ

の 一 因 と な って い る とい うPooleら が 指 摘 す る図 式(前 編 第1図)を 裏 付 け

る もの で は あ ろ う。

しか し,そ れ で は そ の よ う な人 事 管 理 の 変 化 の流 れ の 中で 管 理 職 の不 満 は全

て の面 で 減 少 して きた のか とい う と,そ れ は必 ず し もそ うで は な い こ とは併 せ

て 指 摘 され るべ きで あ る。 この 点 につ い て は,Keen&Scaseも,大 半 の 管 理

職 の 職 務 満 足度 が高 ま っ た反 面,職 務 の安 定 性 の 面 で は 満足 度が 低 下 して い る

人 もい る こ とを 指摘 して い る。 総 体 と して の満 足 度 が 増 大 した 人達 の 問で も,.

CCTな どの 市 場 競 争 的経 営 戦 略 の 導 入 の 結 果 と して,自 分 た ち が 公 僕 と して

の エ トス を 持 った"行 政 官'か ら経 営 感 覚 を備 えた`'マ ネ ジ ャー"に 変 質 させ

られ る こ とへ の 不 満 が存 在す る と して い る。 さ ら に,市 場競 争 的経 営 戦略 の導

入 に もか か わ らず,中 央 政府 に よ る財 政 面 等 で の拘 束 の 強 さや そ れ に 関連 して

自治 体 の 組 織 変 化 の 方 向 に不 透 明性 が 存 在 して い る こ と は,管 理 職 の 自律 性 を

制 約 し彼 らの 不 満 を 生 じさ せ て い る こ と も指 摘 され て い る%

第3表 管理職の職務不 満足度の水準..(点)

項 目

民 間 部 門 公 共 部 門

]980年 ・

(n-731)

1990年198011990年

(n=518)(n=320)(n=175)

昇進機会 1.56 1.61 2.04 2.00

個人的成長の機会 1.32 1.40 1.64 1.77

賃金 1.14 1.10 D.87 1.47

自己満足の余地 O.84 0.94 1.09 ユ.27

身分の保障 1.15 1.24 0,3〔} 0.83

自立 した思考 と行動 の機 会 0.63 0.58 0.96 0.89

友 人関係 を深め る機会 0.32 0.43 0.32 Q.39

報酬

一

1.04

一

1.63

注:職 務 不 満 足 度 の 点 数 は,「 あ るべ き」 水準 の 点 数 か ら:現 在 あ る」 水 準 の 点数(い

ずれ も最 高7点,最 低1点 の7段 階 で評 価)を 引 い た もの 。 従 って 数 字 が大 きい ほ ど

不満 足 度 が 高 い。

出 所:Pq【.deeしa】 、[1995]p.284.

4)」 占～諾,pp.175一 工79.
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先 のPooleら の調 査 に お い て も,「 自立 した思 考 と行 動 の機 会 」 と 「昇 進 機

会 」 の項 目 に関 して は ユ990年 の調 査 で は1980年 の 調 査 よ りも不 満 度 が低.ド して

い る。 反 面1980年 と1990年 との対 比 で 不 満 度 が 増 加 した 項 目 もあ り.特 に 身 分

(現在 つ い て い る職 務)の 保 障 と賃 金 の 項 につ い て は不 満 度 が 顕 著 に増 大 して

い る(第3表 〉。 これ らの結 果 は,Kecn&Scaseの 指 摘 と も大 筋 で.合致 して

い る と言 え よ う。

11人 事管理改革への組合側の対応 と労使関係の変化

1労 働組合側からの説明の重要性

前稿では,冒 頭でみたPoole&Mansfield[1993]の 図式にひとまず沿い,

行政改革というサッチャー政権以降の公務部門の経営戦略の変化,特 にその中

で1980年 代半ば以降目立って きた人事管理改革の内容を概観 した。その上で本

稿前節においては,そ の人事管理改革が管理職層の意識を変化させ,彼 らの意

識の上での組合離れを生 じさせていることを諸調査に基づ き指摘 した。Poole

らの図式は,経 常戦略的側面が組合の消長に及ぼす影響力の大 きさを強調 しつ

つも,そ れは労働者の主体的な意識変化という回路を経由してのことである,

ということが示唆されているという意味では本論の問題意識に合致 していると

言えるであろう。

しか し前輪冒頭でも述べたように,管 理職層の組.合離れについては,経 営戦

略的側面の変化だけから説明を行 うのでは十分 とは言えない。もちろん先に見

たように,公 務部門管理職層の組合離れの背景には,サ ッチャー行革を契機 と.

した当局側の経営戦略の変化とそれに伴 う人事管理の変化が存在 していたこと

は否定できず,そ の意味で前編第H節 で示 しt-Poole&Mansfieldに よる経営

戦略重視の図式は公務部門管理職の組合離れを説明するのに適合的な面はある。

しか し公務部門における労使関係の枠組みの従来か らの制度化や組織率の高さ,

そ して80年 代以降の労使関係変化の中でも当局の組合忌避の度合いは必ず しも

強まっていないこと,さ らに管理職層の不満が人事管理改.革によって全面的に.
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減 少 しそ きた 訳 で はな い こ と等 を考 え る な らば,管 理 職 の 組 合 離 れ や 組 合 意 識

の変 化 は,Pooleら の よ うに経 営 戦略 的側 面 だ けか ら..一方 的 に 説 明 さ れ るべ き

で は な い 。 む しろ,経 営 戦 略(具 体 的 に言 うな らHRMな ど に よ る人 事 管 理

の改 革)に 対 して労 使 関係 の一 方 の当 事 者 で あ る組 合 側 が どの よ うに 主 体 的 に.

対 応 し,そ の結 果 と して どの よ うな形 の 労 使 関 係 が 形 成 さ れ て い った か,そ し

て そ れ が 管 理職 の組 合 意 識 にい か な る影 響 を与 え た の か を検 討 して い くこ とも

必 要 なの で あ る。

そ の 意味 で本 節 で は,以 下 で 行 革 の 人 事 管 理 的側 面 へ の組 合 側 の対 応 と,そ

こか.ら導か れ る労 使 関係 の変 化 につ い て 述 べ る 。

2行 革 への組合の対応

サ ッチ ャー の 地 方 行 革 の 目玉 と して 導 入 さ れ た 制 度 の ひ とつ がCCT(強 制

的競 争 入札 制 度)で あ った 。 公 共 部 門 の 個 々 の 直営 事 業 に民 間業 者 と の競 争 入

札 を義 務 づ け るCCTは,1980年 の地 方 自 治 ・計 画 ・土 地 法 に よ って 建 設 ⊥ 事

関 係 に初 め て導.入され,1988年 の 地 方 政 府 法 に よ って街 路 や 建築 物 の清 掃 ・ブ

ミ収 集 ・給 食 ・土 地 整 備 ・車 両 整 備 な ど幅 広 い 現 業 的事 業 に 導入 され た もので

あ る。CCTに 対 す る組 合 の 反 発 は 当 初 大 変 大 きな も ので あ っ た 。CCTに 反

対 す る組 合 の 内 外 へ の キ ャ ンペー ンは一 定 成 功 し,分 野 に よ って 差 は あ る が現

実 に は競 争 入 札 にか け られ た契 約 の うち約8割 は内 部 で 請 け 負 わ れ て い る9。

CCTと 直 接 的 な利 害 関係 を もつ の は,ブ ルー カ ラー の 方 で あ る。 しか し

5)BeaumQnt[1992]PP.65-66.な お.Painterの 調査 に よれ ば1985年 地 方 自 治 法 に 基 づ くCCT

の 請 負 状 況 は,88年 法 に よ る実 施1年 目 の1989年 に は,自 治 体 現 業 組 織 の 請 負率 は74%で あ っ た。

分 野 別 で は,学 校 ・福 祉 施 設 の給 食が97%,次 い で そ の 他 の 給 食 が80%台,以 下 車 両整 備,ゴ ミ

収 集,街 路 清 掃,土 地整 備 と続 き.最 も自治 体 請 負 率 が 低 い ビル 清 掃 で も57%に 達 してい るっ 地

域 別 で は ス コ ッ トラ ン ドの デ ィス トリク トの 約90%か ら,ロ ン ドン ・パ ラの65%ま で地 域 差 は大

きい 、 自治 体 の 支 配 政党 別 で は.労 働 党 支 配 の 自治 体 で95妬 以 上,多 数 派 を もた な い 自治 体 で 約

80%,保'、}=党 支 配 の 自治 体 で40%台 半 ば と な っ て い る(武 藤[1991]32ペ ー ジ,Paint6r[1991]

PP.191-210>。 ま た,イ ング ラ ン ド北 部 の23自 治 体 に お い て,88年 法 実 施 以 降 の4年 間 にな され

た 契 約 の うち の115契 約 につ い ての 調 査 に よ れ ば,自 治 体 が請 け 負 った 契 約 の 比 率 は85%で あ っ

た とい う(Shaw-etn1.[1994]【 】.206)。
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Kessler[1991]は,こ のCCT導 入 が 当該 事 業 部 門 の管 理者 の コ ミ ッ ト.メン ト

を高 め て い る こ とを指 摘 して い る6,。CCTに よ っ て コ ス ト削 減 に成 功 した な

らば,そ の分 が 利 益 関 連 給(profit-relatedpay)の 形 で 還 元 され る こ とが あ る

か らで あ る。 そ うで な く と もCCTは 管 理 者 の コ ス ト意 識 を 高 め る こ とに よ っ..

て,.彼 ら の職 務 コ ミ ッ トメ ン トを 強 め るで あ ろ う。

CCTの 手 続 きは 当 局側 の一..一方 的 な主 導 の下 に 行 わ れ て い る の か とい う と,

そ う とは言 え ない 。 実 態 的 には 内部 で 落 札 され る契 約 の 比 率 が 高 い こ とか ら考

え て も,CCTの 手 続 きの 実 際 の 中で 労 使 間 の協 議 に よ る調 整 が 行 わ れ て い る

こ とが 推 測 で き る。 当初CCTに 強 硬 に 反 対 して い た 組 合 側 も,CCTを 運 用

す る ワー キ ン グ グ ル ー プ に参 加 す るな ど して,CCTが 組 合 の組 織 基 盤 に 悪 影

響 を 及 ぼ す こ とを 最小 限 に しょ う と して い る の で あ る7:0Kessler[1991]は,

CCTの 手 続 きの 各段 階 にお い て 大 部 分 の 自 治 体 で 組 合 の 関与(involvement)

が行 われ て い る とい うデー タを 示 して い る8〕。

こ こでCCTに 対 す る組 合 側 の対 応 につ い て 評価 す る な ら,親 合 はCCT導

.入を 契機 と した 当 局主 導 の組 織 改 革(ラ イ ン管 理 者 へ の権 限委 譲)に 対 して は

積 極 的 な対 応 を行 って い る とは言 い 難 い 。 む しろ,労 使 協 議 の深 化 とい う形 で

CCTの プ ロセ スへ の介 入 を 深 め る こ と に よ っ て 内 部契 約率 を 維 持 し,も って

組 織 基 盤 を保 守 し よ う とす る形 で の対 応 を行 って い る と言 い得 るで あ ろ う。

6}Kessler[1凶1]p.17.

のShawetal.,砂.`震 』言.,PP.204-205.

8)Kessler,ρ ρ.`鼠,P.25.

なお,Kcsslerの 調.査によれば,CCTの 手続きの各段階における組合の関与(血volΨcmeロt)

の状況は以下の通りである。

関 与 の 形 態

協 議 交 渉 両 方 あ り 両 方 な し

〔自治体数:1 〔R治 体数1 (自 治体数} (自治体蜘

Sen・iccpr。files 54(41%) 2(1%) 66(5嘱 〕 10(8%)

Contractspeci6【!品tion 72(55%〉 4(3%) 44(33%) 12(9%〉

In.housetender 71(54%〉 18(13%〉 25(19%) 18(13%)

AIany。theystage 6(5%) 3〔2彫 〕 116(8脇:1 7(2%)

出所:z厨 鵡P.25.
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3賃 金制度改革への対応

賃 金 決 定 の個 別 化 は労働 組合 の 全 国 レベ ル の交 渉力 を減 殺 す る。 従 って この

動 き にNALGO(ユ993年 にNUPE,COHSEと 合 併 しUNISONと な る)等

の組 合 が 当初 強 く反 対 した の は 当然 で あ る。 しか しそ の後 現 実 的 な対 応 と して,

一 方 で こ の動 き に反 対 しつ つ も,他 方 で現 場(個 別 自治 体)レ ベ ルで の 交 渉 を

認 知 し,そ れ を極 力 指 導 す る 姿 勢 を と る よ うに な って きて い る(`twintrack'

response)'1。 そ の よ う な現 実 的 な 対応 を と ら な けれ ば,個 別 自治体 の 組 合 員 を

孤 立 させ,全 国組.合の 方 針 や 政 策 か ら彼 らを疎 外 させ,ひ いて は現 場 に全 国組

合 の影 響 を及 ぼす こ とが で きな くな って しま うか らで あ る。

業 績 給 につ いて.言えば,業 績 給 の 導 入 は賃 金決 定 の個 人化 を もた らす 。 こ こ

で現 場 の組 合 は,徹 底 反対 を貫 き全 国交 渉 の原 則 を堅 持 す るべ きか,こ の枠 組

み に参加 し業績 給 の 運用 につ い て発 言す る こ とに よ って個 別組 合 員 に対 す る影 響

力 を維持 す べ きか の ジ レ ンマ に立 た され る こ とに な る。 しか し徹 底 反対 で は個 別

自治体 レベ ルで の交 渉 力 を喪失 す るため,結 局後 者 の道 を選 択 す る こ とが 多 い'%

4交 渉 型 か ら協 議 型 の 労 使 関係 へ

以 上 の よ う な 例 を 見 れ ば,公 務 部 門 に お け る労 使 関 係 は,近 年 の 変 化 は 顕 著

だ と し て も,ノ ン ユ 二 才 ニ ズ ム の 方 向 へ 向 っ て い る と は 言 い 難 い 。 当 局 側 の 組

合 忌 避 の 度 合 い も民 間 よ りは は る か に 弱 くu〕,組 織 率 は 低 下 傾 向 と は い え 依 然

民 間 よ りは る か に 高 ぐ31,し か も90年 代 に 入 っ て か ら は 低 下 率 が 小 さ く な っ て

き て い る(自 治 体 の 一 般 ホ ワ イ ト ガ ラ ー の 組 織 率 に 関 し て は 特 に そ うで あ る)。

む し ろ 公 務 部 門 の 労 使 関 係 は,ゴ 上 記 の よ う な 組 合 の 対 応 と も あ い ま っ て 物 従 来

の 全 国 レ ベ ル で の 交 渉 型(ホ イ ッ トレ ー モ デ ル)か ら個 別 自治 体 ・省 庁 ・職 場

9〕Bry30neta】.[1993]p,579.

10)乃 混,p、577,KesslerandPurcell〔1995]PP.356-357.

11)こ の点については,K鵬1erが,約3分 の2の 自治 体におい て当局による労働組合加入への奨

励が依 然行わ れてい ると指摘 してい る(Kessler,砂.σ 鉱,p.23)。

12)例 えば玉994年のLaborFor⊂eSurveyに よれ ば,民 間部 門の労働 組合組 織率23%に 対 し,公 共

部門の組織率は62%で あった(E〃`ρ面y珊㎝!C薦8`館,May1995)。
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第4表 人事 的 ・労 使 関係 的 問 題 の 処 理 に お け る

労 働 組 合 の 関与 の変 化(最 近3年 間)

関与の度合 い
マ ニ ュ ア ル

(自治 体 数)

APT&C

(自治体数)

.

非常に増加 10(8%) 10(8%)

あ る程 度増加 44(34%) 40(31%)

変化 なし 44(34%) 57(43%)

あ る程度減少. 24(19%) 22(17%)

.非常に減少 6(5%) 2(1%)

注:APT&G≡Admi謡straUve,Profess;`,na匠,TechnicalandClcdczl

出 所;Kessler[1991]p22.

等のレベルでの協議 もしくは組合参加型へ とい う方向に変化 してきていると言

える(第4表)。 この変化を当初主導したのは当局側であったとしても,上 記

のような組合の対応がその方向への変化を一方で支えたということは言い得る

であろう。労使関係のこのような変化が管理職層の組合意識に及ぼす意味につ

いては次第の2で 言及する。

III公 務部門労働運動の問題点

1組 合側の主体的限界

前節では労使関係の一方の当事者である組合が,行 革 とい う公務部門の経営

戦略の変化の中でいかなる方向で対応 し,そ の結果 どのような労使関係が形成

されてきたかを検討 した。

次に,行 革に対 し前述のような対応をとってきた公務部門組合が,そ の内在

的な体質面においていかなる問題をはらんでいたか という点について も,管 理

職のニーズとの齟齬 とい う観点から検討 しておきたい。管理職の組合意識によ

り直接的に影響を与えるものは身近に存在する組合自体の体質であ り実践であ

ると.考えるからである。

その場合,問 題点 として考えられる点は以下のようなものであろう一 。例

.えば,① 組合の構造が脆弱で管理職らに向けられた個別主義的労務管理に対
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す る抵 抗 力 が 弱 か っ た,② 組 合 の実 践 が 管 理 職 層 の 二一.ズを満 た す だ けの 成

果 を挙 げ得 なか った,な どが 仮 説 的 に考 え られ よ う。

まず ① につ い て。 例 えば 公 務 部 門 にお い て は,ホ イ ッ トレー協 議 会 制 度 や70

年 代 の所 得 政 策 等 の政 府 方 針 に よ って,い わ ば上 か ら組 織 化 が 支 え られ 集 権 的

な労 使 関係 が 維 持 され て きた こ とか ら,職 場 レベ ルで の主 体 的 な組 合 活 動 は弱

体 で あ っ た と言 え る。 例 えば,自 治 体 職場 に お い て シ ョ ップ ス チ ュワ ー ドの 活

動 が広 ま り始 め たの は1970年 代 に入 って か らの こ とで あ る。 また 組 合 中央 レベ

ル と現 場 レベ ル との 問 に は断 絶 が 存在 して い た 。 さ らに現 場 で の労 使 の当 事 者

能 力 を欠 く以 上,現 場 レベ ルの 活 動家 は民 間 に比 べ て理 念 的 ・政 治 的 方 向 に流

れ る傾 向が あ った と憩 わ れ る'%そ れ ゆ え に,近 年 の労 使 関係 の分 権化 傾 向 に

対 して現 場 レベ ルで の 対 応(現 場 の組 合が 労 使 交 渉 の一 方 の当 事 者 と して責 任

を もっ て対 応 す る こ と)が 遅 れ て い る面 が あ る と思 わ れ る。.近年 の組 合 が協 議

型 の労 使 関 係 へ の 志 向 を 強 め て い る こ とは,そ の こ とを示 唆 す る もの で あ ろ う。

1980年 前 後 の 特定 自治 体 の 職 場 レベ ル の組 合 構 造 の 分 析 につ い て は,NAL一

('Oの シ ェ フ ィー ル ド支 部 を調 査 対 象 に した詳 細 な事 例 研 究(Nichols()netal.

[1981])が あ る。.そこで の 主 要 な指 摘 は次 の よ うな もの で あ る。 まず 組 合支 部

の路 線 につ い て で あ るが,ホ イ ッ トレー体 制 の..ドで 賃 金 交 渉 や 争議 にお け る支

部 の 自律 性 が 制 約 さ れ て い る こ との結 果 と して,支 部 の 路 線 は分 配 よ りも参 加,

そ して交 渉 よ り も労 使.協議 へ の志 向が 強 くな る1㌔ 次 に組 合員 の意 識 に 関 して

は,イ デ オ ロギ ッシ ュで 連 帯 主 義 的 な観 点 か らの 組 合 志 向 は 強 くな く,身 分 保

障 や 経 営 的 意 思 決定 へ の参 画 な ど の手 段 主 義 的動 機 か ら の 組 合 参 加 志 向 が 強

～・1%ま た,上 位 職 階 の 者 ほ ど組 合 活 動 に熱 心 で あ り,シ ョ ップ ス チ ュ ワー ド

上3)公/民,マ.二.エ ア ル/ノ ン マ ニ ュ ア ル問 て の 組 合 活 動 家 〔シ ョ フプ ス チ ュ ワ ー ド)の 特 性 比 較

に つ い て は,Ma■chhgton,M.andArmstm㎎,R.11982]参 照 。 民 間 ノ ン マ ニ ュ ア ルの ス チ ュ ワー

ド(ASTMS)の 「ボ ピ 函 リス ト」 〔組 合 員 の 形式 的 代 表 者)的 性 格 に 対 して,公 務 ノ ンマ ニ ュ

ア ル の ス テ 、・ワー ド1:NALGO〕 の 「リー ダ ー一…〔組 合 や組 合 原理 に 忠 実 に行 動 す る職 場 活動 家)

的 性 格 を指 摘 して い る。

14)N†c}1dsくm,OrsellandBryron[1981]pp.4959.

15)1う ピ6孟.PV.74一工16,Cllapしer4.
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に な って い る率 も高 く,そ の 結 果 職 階 序 列 が 組合 の組 織 内 に も持 ち込 まれ て く

る とい う調 査 結 果 が 出 て い る16,(な お,管 理 職 の 組 合 志 向 の強 さ は この 自.治体

の 革新 自治 体 と しての 政 治 路 線 と も適 合 的 な の で あ り,そ の意 味 で や は り手 段

主 義 的 で プ ラ グ マ テ ィ ッ ク な観 点 か ら の も の と言 え る)。 さ らに シ ョ ップ ス

チ ュ ワー ドの性 格 につ い て 言 うな ら,ホ ワイ トカ ラー の ス チ ュ ワ ー ドの左 翼 性

は 強 く,そ の ため スチ ェ ワー ドと一 般 組 合 員 との 意識 上 の懸 隔 は ブ ル ー カ ラ ー

の場 合 よ り も大 き く,両 者 の....一体 感 は ブ ル ー カ ラー の場 合 よ り も薄 い とい う傾

向が 指 摘 され てい る】%

Crompton&Jones[1984]に よ るNALGOのCohall支 部 の 事 例 研 究 に お

い て も,上 位 職 階 の者 ほ ど組 合 へ の 加 入 率 が 高 い とい う事 実 が 指 摘 さ れ て い

る181。もっ と もCromptonら は,こ れ を も っ て ホ ワ イ トカ ラ ー の プ ロ レ タ リ ア

化 を 主張 す るので あ るが,そ の 当 否 は別 と して公 務部 門で は も と も と組 合 に対

す る管理 職 の反 発 は弱 か った し,組 織 や 仕 事 へ の コ ミ ッ トメ ン トが 高 い 者 ほ ど

組合 へ の コ ミ ッ トメ ン トも高 い とい う構 造 が あ った の で あ る。

16)]bid.,P.175.

17>1尻 払,pp.117-1吐3,Chapter5.

18)C・qmpt・n・ndJ・neS[1984」P.202.

な お,よ り大 規 模 で一 一般 的 なサ ンプ ル に お い て も この 傾 向 は 変 わ ら ない 。 例 え ば,1990年 の.

面 肋r拓r促 諏 叩rvの デ ー タに よれ ば,地 方 自治 体職 員全 体 の 組.合組 織 率 は64%で あ る。 そ の 中

で,管 理 ・専 門職 の組 合 組 織 率 は72%で あ り,ク ラ7ト 職 の91%よ りは低 いが,一 般 マ ニ ュ ア ル

職 の56%,事 務 職 の57%よ りは 高 い 。 国 家 公務 員 に お い て も,全 体 の組 織 率 が64%で あ る 申,管

理 ・専 門 職 の 組 織 率 は68%で,..般 マ ニ ュ ア ル 職 の58%,事 務 職 の62%よ り も 高 い

(E潮 μ 剛 剛枷 醒G齪8'頗Apriil9,2)。 また1994年 の.加 勧rfbτ85曜 τ叩 の デ ー タ に 器 い て も,

「行 政 ・社 会 福 祉 」 の職 業 区 分 にお い て,事 務 職 種 の組.織 率60%に 対 し,管 理 職,専 門 職 の 組 織

率 は そ れぞ れ67%と な って い る 〔E〃桝 昭 耀 曜Gα 騨f融,May1990)。

な お,第1次 一3次WIRSに よる 公 民 のマ ニ ュ ア ル ・ノ ンマ ニ ュ ア ルそ れ ぞ れ の組 合 組 織 率

の推 移 は下 表 の よ う にな って い る。

マ ニ ュ ア ル ノ ンマニ ュ ア ル

19別 年 1964年 1990年 1980年 1984年 .一1990年

民 間 製 造 業

民 間サー ビス業

公 共 部 門

75%

39

67

70

40

82

60

32

72

39

21

61

32

呂3

79

22

24

72

出所;DanLeLandMiUwardr1983]P.51,Millwardeτa1.[19921p.59.
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これ らの事 例 研 究か らは,公 務 部 門組 合 に お け る職 務 上 の ヒエ ラル キー と未

分 化 な組 合 の 構造 と,そ の 中で の管 理 職 の プ ラ グマ テ ィ ックな観 点 か らの 組 合

志 向 とい う傾 向 を 指摘 す る こ とが で きる。 言 い換 えれ ば 公務 部 門組 合 は,労 働

組 合 とい う よ りも実 態 的 に は ス タ ッフ組 合(staffassociation)と して の 性 格

が 強 か っ た とい う こ とで あ るL9}。そ の 反 面 運 動 の 垂 線 が 十 分 に は現 場 に降 りず,

職 場 レベ ル にお け る交 渉機 能や 規 制 力 は弱 か った と言 え るで あ ろ う。

次 に② につ いて 。90年 代 のCCTや 業績 給 に お け る組 合 の 参加 主 義 的傾 向が

組 合 と しての 顕 著 な成 果 を収 め て い る のか ど うか につ い て は,ま だ 十分 な判 断

材 料 を持 ち 得 て い な い。 従 って こ こで は,Beaumont[1992],Ingham[1985ユ

で 挙 げ られ て い る デー タ等 に依 拠 して,80年 代 の公 共 部 門 の組 合 の 実 践 の有 効

性 を検 証 して お きた い 。

まずBeau皿ont[1992]は,Blanch且ower[1986]の 研 究(元 デー タは1980年

の 第1次WIRSの デ ー タ)を 引 用 しなが ら,公 共 部 門 に お け る組 合 組 織 化 効

果 を検 討 して い る2。)。Beaumontが 引 用 して い る 第5表 を.見れ ば,組 合 組 織 化

が 賃 金 ヒ昇 に及 ぼ す 効 果 は公 共 部 門 の方 が大 きい こ とが わ か るが,同 時 に公 共

部 門 の方 が,職 種 間で の組 織 化 効 果 の 差 が大 きい こ と も一 目瞭 然 で あ る。 つ ま

り公 共部 門 に おい て は,熟 練 労働 者 よ り も半 熟練 労 働 者 の方 が,そ して 管 理 職

よ りも一 般 事 務 職 の方 が 断 然 多 く組 合 の恩 恵 を受 け て い る こ とが 見 て取 れ る。

これ は 「組 合 は ホ ワ イ トカ ラー 労働 者 よ りも ブル ー カ ラー労 働 者 に よ り大 き な

利益 を もた らす 」 とい う フ リー マ ン ・メ ドブの指 摘 す る命 題Z'}と も一 致 す る こ

とで は あ るが,そ れ に して も イ ギ リ ス公 共 部 門 に お い て は この種 の効 果 が 極 め

て 大 きか った と言 え よ う。

次 に,公 共部 門 の賃 金 水 準 の 民 間 賃 金 水準 との 比較 で あ るが,第6表 よ り明

19)ス タ ッ フ組 合(stallassociation)は,労 働 組 合 と は 異 な り,主 と して 同 一 企 業 内 の ホ ワ イ ト

カ ラー一従 業員(各 職 階 の》 の み を組 織 対.象 とす る もの で あ る.そ れ は経 営側 の 主導 に よ り創 設 さ

れ,多 くは経 営 側 との協 議 的 機 能 しか 持 た な い と され る(Lumiey[1973]PP」 り5-10印 。

ao>BぞaしunOnt,oμ 纏`.,PP.163-164.

2工〕Fre㎝anandMedoff,島 田 ・岸 訳1.1987]「 労 働 組 合 の 活 路」90ペ ー ジ。
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第5表 組 織 化 企 業 の非 組 織 化 企 業 との 賃 金 格 差(1980年)

マ ニ ュ ア ル ノ ンマ ニ ュア ル

半熟練 熟 練 事務職 管理職

グレー トブリテン全体i

製 造 業

非 製 造 業

民 間 部 門

公 共 部 門

10.2%

2.0

14.0

7.8

25.5

一〇,4%

一 〇
.7

-0 .9

-1.0

6.7

G.7%

3.o

-0 .5

ユ.3

12.4

4.O%

2.6

3.5

2.3

3.5

出所.=B】an出 刊ower[1986]p.200,

第6表 各公 共 部 門 賃 金 水 準 の 民 間 部 門 との比 較(男 子 正 規 労 働 者,週 給)

中 央 政 府 地 方 政 府 公 企 業
一...
マニ ュアル ノンマニェアル マニ ュアル ノンマニ ェアル マニ ュアル ノンマニュアル

1980年 94.8% 108.1 91.3 98.1 110.7 1032

1981年 94.5 104.4 91.4 106.1 114.9 108.3

1982年 98.8 100,7. 87.3 102.2 116.D 107.6

1983年 93.5 98.6 86.9 101.⑪ 115.5 106.7

1984年 90.7 95.5 85.6 98.ユ 1ユ4.2 106.2

1985年 88.6 93.4 83.7 95.7 112.5 103.6

1986年 90.0 92.7 83.4 93.9. 113.6 103.8

1987年 88.D 90.9 83.3 92.2 112.2 ユ00.2

1988年 88.O 88.4 84.4 92.0 111.1 95.4

1989年 832 88.9 84.i 88.8 106.6 95.6

出所:Bea㎜ 。nt[1992]P.113.(原 出典はN8u・加r痂 単5'岬 剛』

らか に,80年 代 に お い て は マ ニ ュア ル よ りノ ンマ ニ ュ アル の方 が 民 間水 準 に比

して の低 下 度 が大 きい 。 言 い 換 えれ ば,80年 代 の 公 共 部 門 に お い て は,(少 な

くと も民 間同 職種 との対 比 で は)ノ ンマ ニ ュ ア ルの 方 が よ り厳 しい賃 金抑 制 を

強 い られ た とい う こ とで あ る。

Ingham[1985]は,1982年 時 点 の 地 方 自 治 体 で の 調 査 か ら,公 務 部 門 の賃

金 労 働 条 件 決 定 の 分権 化 傾 向 を先 駆 的 に指 摘 して い る詑:トが,こ の 論.文の デ ー タ

か ら もマ ニ ュ アル/ノ ンマ ニ ュア ル 間で の組 織 化 効 果 の差 異 が読 み取 れ る(第

22〕Ingham「1985]vu.14-15.
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第7表 全 国協約水準 を超え る給付 を供 与する

自治体 の割合(組 織率 との クロス集計)

組 合 組 織 率

給付内容 マ ニ ュ ア ル APTC

<50% 5ユー75% >75% 〈70% 71.90% >90%

基本給

休暇

労働時間
その他

6.7%

26.7

0.0

20,0.

11.1

8.1

1.6

30.2

8.9

27.6

5.0

26.7.

19.2

46.2

23.1

19.2

14.3

51.6

19.8

20.0

11.3

43.9

24.4

9.8

自治体 数 30 63 10ユ 26 91 82

出所:In目hそlm[1985]p.】1.

7表),,ノ ンマ;ユ ア ル 〔APTC)の 方 で は,組 織 率 とロ ー カ ル レベ ルで の付

加 的給 付 の供 与 率 と の間 に正 の 相 関 が見 られ な い,要 す る に付 加 的 給付 に関 し

て の組 織 化 効 果 が 見 られ ない の で あ る。

先 に も触 れ た よ う に,管 理 職 ・ホ ワ イ トカ ラー の組 合 加 入 の動 機 につ い て は,

手 段 主 義 的 な動 機 か らの もの で あ る とい う議 論 が 多 数で あ る。 そ の こ と とあ わ

せ て考 え て も,公 務 部 門 にお け る管 理 職 の 組 合 離れ の要 因 は,も と も と一 般 管

理 職層 の手 段 主 義 的志 向 と活 動 家 層 の 理.念主義 的志 向 との 間 に乖 離 が あ った一ヒ

に 職場 内展 開が 弱 か った 組 合 の構 造,そ して手 段 主 義 的 な志 向 を満 足 させ る導

具 と して の組 合 の機 能 的 有 効 性 が 現 実 に強 くな か った こ と,と い う2つ の組 合

側 の 主 体 的 要 因 に も求 め られ て よい だ ろ う。

とい うこ とは,組 織 や 仕 事 へ の コ ミ ッ トメ ン トが 高 い管 理 職 が 組 合 志 向 に な

る の は,組 合 が 職 場 ・個 人 レベ ルで の 賃 金 労働 条件 を改 善す る手 段 と して の有

効 性 を満 たす 時 とい う限 定 が 必 要 と され るの で は な いか と も考 え得 る。

2近 年の組合の路線 とその問題点

こ の よ う に考 え る と,..ヒ記 の よ うな ホ イ ッ トレ.一体 制 下 の伝 統 的 な組 合 体 質

を不 問 に付 して の協 議 ・参 加 型 の 労使 関係 へ の 移行 は,果 た して管 理 職 を組 合
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につ な ぎ止 め得 るの か,と い う疑 問 も生 じて く る。Kessler[1991]も,公 務 部

門 の労 使 関係 の 分 権 化 に よ り,組 合 が 交 渉 よ りも協 議 的傾 向(CCT・PRPな

ど に お い て)を 近 年 強 め て い る こ と を指 摘 して い る謝。CCT等 に お い て 組 合

が 労 使 協 議 の枠 組 み に参 加 す る とい うこ と は,組 合 も 自治 体 等 の経 営 的意 思 決

定 の 一 端 を 担 う とい う こ とを意 味 す る。 しか し.サ ッチ ャー期 の行 政改 革 に伴.

う雇 用 管 理 の 変化 に よ っ て従 来 よ り高 い仕 事 の 裁 量 度 を 得 た 管 理職 が,労 使 協

議 とい う形 で の組 合 ル ー トか らの意 思 決 定 へ の 関 与 に積極 的 に な る とは考 え に

くい の で あ る。労 使 関係.の個 別 化 ・分 権 化傾 向 の 中 で 管理 職 ・ホ ワ イ トカ ラー

へ の 影 響力 を維 持 す る た め に も,組 合 側 め何 らか の対 応 は必 要で あ る と して も,

そ れ が 交 渉 ・「分 配 」 型 か ら.協議 ・「発 言 」 型 の 路 線 へ の傾 斜 に よ って果 た され

るか ど うか は 疑 問 で あ ろ う。 現 に前 述 のPooleら の 管 理 職 調 査 に よ っ て も,

管 理 職 自身 の考 え は労 働 者 参 加 に よ っ て代 表 され るべ き とい う考 え方 に対 して

は,同 意 し ない とい う率 が1980年 に比 して有 意 に増 加 して い るの で あ る2㌔ ま

して 現 在 の 組 合 側 の参 加 ・協 議 路 線 は,当 局 主 導 の 組織 変 革 に対 して従 来 の組

織 基 盤 を保 守 す る意 図 〔例 えば 労 使 協議 に よ ってCCTに お け る 内部 落 札 率 を

上 げ よ う とす るな どの 意 図)か ら行 わ れ て い る とい う面 も強 い 。

協 議 ・「発 言 」 型 路 線 へ の 傾 斜 の.一方 で,現 在 のUNISONは,シ ング ル ス

テ ー タ スの 全 国 協 約 を結 ぶ こ とに よ っ て全 国 レベ ル の交 渉 体 制 を再 構 築 し ょ う

と も して い る。 ま た女 性 職 な ど周 辺 的 労働 者 の 組織 化 に も力 を 入 れ て い る2%

そ の路 線 は,組 織 規模 の 維持 ・拡 大 とい う意 味 で はあ る程 度有 効 で あ るだ ろ う。

実 際,前 編 脚 注9)の デ ー タの通 り,公 務 部 門組 合 の組 合 員 数 は90年 代 に 入 っ.

て か ら は大 幅 に は減 少 して い な い 。 しか し組 合 自身 も組 合 員 向 けの 啓発 文 書 で

23)Ke55』r,op.do,P.29.

24)Poole.andMansfield[1993]pp.26-28.

25)CQIIi㎎andFerner[1995]p.504.ま た,近 年のUNISONの 実践の分析については,Terry

[19961参貝頁。

なお,例 えばNALGO(現UNISON)組 合員に占める女性比率は,特 に近年上昇傾向にあり,

1987年 に49,3%で あったのが,91年 には64.5%,93年(UNISONへ 改組後)65.8%,95年

72.0%へ と上昇.している(ア し'CReportsより算出)。他の公務部門ホワイトカラー組合にも同様

の傾向が見られる,
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「シ ン グ ル ス チー タ.スは マ ニ ュア ル ワー カー に有 利 に働 く」36,と述 べ て い る よ.

う に,シ ン グル.ステ ー タ ス化 に よ って女 性 職 な どの ホ ワイ トカ ラー 下 層 の 利益

を実 質 的 に代 弁 しなが ら全 国 レベ ル労使 関係 の再 構 築 を 目指 す 路 線 は,管 理 職

層 を組 合 か ら一層 疎 外 す る可 能 性 もは らん で い る と思 われ る。

Iv管 理職組織化のための組合の方向性

以上,1980年 代以降のイギリス公務部門の人事管理改革を概観 した上で,そ

れに対するホワイ トカラー組合の機能的有効性の問題について検討を行 ってき

た。最後に,本 論文冒頭で述べた問題意識を念頭に置きつつ,イ ギリス公務部

門の事例を踏まえ,管 理職組織化のための労働組合の方向性 とい う課題に関し

て,.一般的な議論への拡張をも意識した言及を若干行い本論文を締めくくりた

いo

本論文℃触れた諸調査から見る限 り,管 理職は概 して,仕 事へのコミットメ

.ントが高 く,個 人主義的で,能 力主義的価値意識が強い と言える。近年の

HRM的 人事管理の進展は,管 理職の能力主義的価値意識を満足させ,管 理職

の満足度を全般としては高め,組 合離れを助長 している。しかし一方でそれは

賃金や身分保障の面での不満を強めている面 もあると言える。.従ってHRM

的人事管理の進展は,管 理職の満足度を全てにおいて高めているとは言えない

し,組 合離れを促進させる方向のみに作用 しているとも言えない。にもかかわ

らず管理職の組合離れが進行 しているとすれば,そ れは管理職に対する処遇の

個別化が進む中では,彼 らにとって組.合が現実に有効性に乏しい存在であった

からであろう。

従 って,管 理職のそのような不満を解消 し得る手段主義的有効性を組合が備

え,管 理職にとって組合が有用な存在になることが,ホ ワイトカラー ・管理職

層の組織化のためには必要であろう。またHAM的 人事管理を与件とするに

26)イ ン ター ネ.ッ ト ヒのUNISONの ホ ー ムペ ー ジ に 掲 載 さ れ て い た`'Single.StatusBargaining

4&Aよ り。

○
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せ よ,そ れ に よる個 々 の職 場 ・個 人 へ の管 理 を現 場 レベ ルで 適 切 に規 制 し得 る

よ うな機 能 を備 え る必 要 もあ るだ ろ う。 そ の た め に は,例 えば 業 績 査 定 に関 す

る フ ェ アな枠 組 み を作 る こ とに よ って 業績 給 に お け る 当局 の恣 意 的 な評 定 を規

制 す る こ とな ど,い わ ば 制 度 作 りも必 要 で はあ る。 しか しそ れ に も ま して,

個 々 の職 場 ・個 人 レベ ルへ の 運動 の垂 線 を 降 ろす こ とが 不 可 欠 で あ り,そ の 意

味 で 協議 や 参 加 路 線 へ の組 合 の 一 面 的 傾 斜 は問 題 が あ る と思 わ れ る。(も ち ろ

ん協 議 や 参 加 が 一律 に無 効 だ と言 うの は言 い過 ぎで あ るが,問 題 は そ れ が 職場

レベ ルで の組 合 の 規 制力 に い か に結 び付 き得 るか とい うこ とで あ ろ う。)

仕 事 の割 り当て が個 別 的 で あ るな どの理 由か ら,ブ ルー カ ラー に 比 べ て 個別

に管 理 され る度 合 い が 強 い ホ ワ イ トカ ラー,特 に管 理 職 の 組 織 化 は,ブ ル ー カ

ラー よ り も原 理 的 に困難 で あ る こ とは 間違 い ない 。 しか し,と りわ け,民 間 に

比 べ て労働 移 動 が少 な く内部 昇 進 型 の労 働 市 場 で,か つ ホ ワ イ トカ ラー の比 率

が 高 い 公 務 部 門 にお い て は,管 理 職 の組 織 化 は組 合 に と って 大 きな 課題 の はず

で あ る。 組 合 が 管理 職 を組 織 化 しえ ない な らば,組 合 は ホ ワ イ トカ ラー労 働 者

の キ ャ リアの 一 部分 しか カバ ーで きな くな り,組 織 の 弱 体 化 を招 くだ ろ うか ら

で あ る。

また,70年 代 の イギ リス に お け る管 理 職 組 合 運 動 の 隆 盛 を 考 え る な らば,管

理 職 に個 人 主義 的志 向だ けが 強 い とは必 ず しも言 え な い 、.,同時 に層 と して の管

理 職 とい う横 断 的意 識 も強 い こ と も うか が え る。 だ か ら,彼 らは そ の意 識 か ら

エ リー ト主義 や 格 差 維 持 志 向 に向 か う可 能 性 巻あ る とは い え,管 理 職 は個 別 的

に管理 さ れ個 人主 義 的志 向 が 強 い か ら組 織 化 に は な じま な い と言 うの は一 面 的

で あ る。 特 に民 間 と比 した 公 務 部 門 の 特 性(当 局 の使 用 者 と して の 自律 性 の低

さ,対 市 民 関係,公 務 理 念 な ど)を 考 えれ ば,HRM的 人 事 管 理 を公 務 部 門 に

全 面 的 に適 用 す る こ とは困 難 で あ り,公 務 部 門 管 理 職 が 集 団 的労 使 関係 に な じ

ま な くな る こ とは民 間以 上 にあ り得 な い は ず で あ る 。

よ って,例 えば 管 理 職 の 横 断 的 意 識 に即 して彼 らを層 と して組 織 化 し,組 合

内 に管 理 職 セ ク シ ョ ンを形 成 させ る よ うな 方 向性 は考 え得 る と思 わ れ る。 そ し

、9
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て,そ の 中 で い か に個 々 の職 場 ・個 人 レベ ル の個 別 的 問 題 に も対 応 して い くか

が.課題 とな るで あ ろ う。

も し仮 に公 務 部 門 に お い て 組 合 と して の政 策 介 入が 必 要 で あ る とす れ ば,そ

れ は経 営 管 理 的 側 面 にお い て の 当 局 との協 議 路 線 よ りは,対 市 民 とい う観 点 か

らの政 策 形 成 を志 向 し,そ れ に 管 理 職 層 を 巻 き込 んで い くと い う路 線 に おい て

追 求 され るべ き課 題 で あ ろ う。 そ の 路 線 は,管 理職 の"マ ネ ジ ャー"と して の

性 格 を一 面 的 に強 調 す る一 方 で 政 策 形 成 者 と して の性 格 を見 落 と しが ち な近 年

のHRM的 人 事管 理 の 陥 穽 をつ く道 に もな り得 るで あ ろ う。
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